
株主総会にご出席の株主さまへの
お土産のご用意はございません。
何卒ご理解賜りますようお願い申し
あげます。

　

第 63 期
定 時 株 主 総 会
招 集 ご 通 知

 日　時 2025年６月17日（火曜日）午前10時
（受付開始 午前９時）

 場　所 大阪市中央区西心斎橋一丁目３番３号
ホテル日航大阪　５階（鶴）
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

議決権行使期限：2025年６月16日（月曜日）午後５時45分

議　　案
第 １ 号 議 案 剰余金の処分の件
第 ２ 号 議 案 定款一部変更の件
第 ３ 号 議 案 取締役７名選任の件
第 ４ 号 議 案 監査役1名選任の件

　

株主総会にご出席されない場合は、インターネ
ット等または書面（郵送）により事前に議決権
を行使くださいますようお願い申し上げます。

株主総会終了後の株主懇談会の開催はございま
せん。何卒ご了承くださいますようお願い申し
あげます。

　

本招集通知は、パソコン・
スマートフォンでも主要な
コンテンツをご覧いただ
けます。
https://p.sokai.jp/9619/

証券コード　9619



株 主 各 位
証券コード 9619

（発送日）2025年６月２日
（電子提供措置開始日）2025年５月27日

　 　 　 　 　 大 阪 市 淀 川 区 西 中 島 四 丁 目 1 0 番 ６ 号
株式会社イチネンホールディングス

　 　 　 　 代 表 取 締 役 社 長 　 黒 田  雅 史

【当社ウェブサイト】
https://www.ichinenhd.co.jp/

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/9619/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第63期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第63期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「株主・投資家情報」「株主総会」を順に選択いただ
き、ご確認ください。）

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「イチネンホールディングス」または
「コード」に当社証券コード「9619」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、
「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　株主総会にご出席されない場合は、インターネット等または書面（郵送）により事前に議決権を行
使いただけますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただき「議決権行使についてのご案
内」をご参照のうえ、2025年６月16日（月曜日）午後５時45分までに議決権を行使していただきま
すようお願い申しあげます。

敬　具
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1. 日 時 2025年６月17日（火曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
2. 場 所 大阪市中央区西心斎橋一丁目３番３号

ホテル日航大阪　５階（鶴）
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3. 目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第63期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告、連結計

算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第63期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項 第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案　取締役７名選任の件
第４号議案　監査役1名選任の件

以　上

記

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。
◎株主総会終了後の株主懇談会の開催はございません。
◎電子提供措置事項のうち、事業報告の「主要な事業内容」、「主要な営業所及び工場」、「使用人の状況」、「主要な借入

先の状況」、「その他企業集団の現況に関する重要な事項」、「新株予約権等の状況」、「会計監査人の状況」、「会社の
体制及び方針」並びに連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」及び計算書類の「株主資本等変動計
算書」、「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款の定めにより、前記のインターネット上の各ウェブサイトに掲
載しており、書面交付請求をいただいた株主の皆様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、当該書面は、監査役が監査報告の作成に際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに会計監査人が
会計監査報告の作成に際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記のインターネット上の各ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の
事項を掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席されない場合 株主総会にご出席される場合

①インターネット等 ②書面（郵送） ③当日ご出席

当社指定の議決権行使ウェブサイト
（https://www.web54.net ） に
アクセスいただき、行使期限までに
賛否をご入力ください。
詳しくは次ページをご参照くださ
い。

議決権行使書用紙に賛否をご表示い
ただき、行使期限までに到着するよ
うご返送ください。

議決権行使書用紙を株主総会当日、
会場受付にご提出ください。
株主総会にご出席されない場合で
も、左記のインターネット等または
書面（郵送）により事前に議決権を
行使いただけます。
なお、お土産のご用意はございませ
ん。

行使期限 行使期限 株主総会開催日時

2025年6月16日（月曜日）
午後５時45分までに行使

本招集通知は、
パ ソ コ ン・ス
マートフォンで
も主要なコンテ
ンツをご覧いた
だけます。

https://p.sokai.jp/9619/

2025年6月16日（月曜日）
午後５時45分までに到着

2025年6月17日（火曜日）
午前10時

（受付開始　午前９時）
会場：ホテル日航大阪

５階(鶴)

株主総会における議決権は、以下の①～③のいずれかの方法により行使いただけます。

議決権を行使される場合のご留意点
インターネット等により複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取
り扱いいたします。また、パソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使された場合も同様に、最後に行わ
れたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
なお、インターネット等による議決権行使と議決権行使書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、イン
ターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったもの
としてお取り扱いいたします。
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「株主総会にご出席されない場合」のインターネット等による議決権行使について
ご案内いたします。

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）
議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）
機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決
権行使を行っていただくことも可能です。
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第 １ 号 議 案
　

剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

① 配 当 財 産 の 種 類 金銭

② 配 当 財 産 の 割 当 て に
関 す る 事 項 及 び そ の 総 額

当社普通株式１株につき金 37円
（普通配当33円・創業95周年記念配当４円）
配当総額 871,439,577円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月18日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

① 増加する剰余金の項目とその額 配当平均積立金
別 途 積 立 金

740,000,000円
1,800,000,000円

② 減少する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 2,540,000,000円

株 主 総 会 参 考 書 類

　当社は株主の皆様に対する利益還元を重要な経営政策のひとつとして位置付けており、業
績に裏付けられた成果の配分を安定的かつ継続的に行うことを基本方針としております。
　当期の期末配当及びその他の剰余金の処分につきましては、今後の事業展開等を勘案して
下記のとおりといたしたいと存じます。
　また、当社は2025年6月に創業95周年を迎えることとなりました。これもひとえに株主
の皆様をはじめ、関係各位の長年にわたるご支援、ご厚情の賜物と心から感謝申しあげます。
　つきましては、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、当期の期末配当は、１株当たり
普通配当の33円に4円の創業95周年記念配当を加えた37円とさせていただきたいと存じます。
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第 ２ 号 議 案
　

定款一部変更の件

現 行 定 款 変 更 案
（新設） 第35条（社外監査役との責任限定契約）

当会社は、会社法第427条第1項の規定により、
社外監査役との間で会社法第423条第1項の賠償
責任を限定する契約を締結することができる。
ただし､当該契約に基づく賠償責任の限度額は、
法令が定める額とする。

第35条～第38条　（条文省略） 第36条～第39条　（現行どおり）

１．提案の理由
　社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、社外監査役の責任を限定する契
約を締結することができる旨の規定として、定款第35条（社外監査役との責任限定契
約）を新設するものであります。
　また、条文の新設に伴い、現行定款の条数の繰り下げを行うものであります。

２．変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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第 ３ 号 議 案
　

取締役７名選任の件

所有する
当社株式の数 720,000株

取締役会
出席回数

15／15回
(100％)

　

候 補 者 番 号 く ろ

黒
だ

田
 

　
ま さ

雅
し

史 　(1965年6月26日生) 再 任
　

1
　
取締役候補者の選任理由
当社及びグループ会社の最高責任者として経営方針を明確に打ち出し、卓越した経営手腕を発揮して業績拡大に貢献
し、事業の強化に努めております。当社グループの持続的な成長に向け、経営者としての豊富な経験と実績に基づく
優れた経営判断能力及び経営執行能力が経営に欠かせないものと判断し、取締役として選任をお願いするものであり
ます。

    1988年    4 月 株式会社イチネン本社(現 当社)入社
    1992年    6 月 当社取締役
    1996年    4 月 当社常務取締役
    2000年    6 月 当社専務取締役

略歴、地位及び担当

　

    2003年    4月 当社社長補佐、管理本部長
    2006年    4月 当社取締役副社長、管理部門管掌
    2007年    6月 当社代表取締役副社長
    2009年    4月 当社代表取締役社長(現任)

　
重要な兼職の状況
株式会社イチネンパーキング 代表取締役会長
株式会社イチネンアクセス 代表取締役会長
株式会社イチネン製作所 代表取締役会長
マルイ工業株式会社 代表取締役会長
日東エフシー株式会社 代表取締役会長
新光硝子工業株式会社 代表取締役会長
日石硝子工業株式会社 代表取締役会長
第一燃料株式会社 代表取締役社長

　取締役黒田雅史、黒田勝彦、村中 正、井本久子、木村平八、飯室 治、廣冨靖以の７氏は
本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役７名の選任をお願いす
るものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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所有する
当社株式の数 692,500株

取締役会
出席回数

14／15回
(93％)

　

候 補 者 番 号 く ろ

黒
だ

田
 

　
か つ

勝
ひ こ

彦 　(1960年5月25日生) 再 任2
　
取締役候補者の選任理由
当社の取締役副社長やグループ会社の代表取締役を務め、当社グループの中核である自動車リース関連事業の強化・
拡大を進めるなど、経営者として豊富な経験と見識を有しております。その知識と経験を活かし当社の持続的な企業
価値の向上に資するための経営の監督に相応しい者であると判断し、取締役として選任をお願いするものであります｡

    1983年    4月 株式会社イチネン・リース(現 当社)入社
    1992年    6月 当社取締役
    1999年    4月 当社常務取締役

略歴、地位及び担当

　

    2000年    6月 当社専務取締役
    2006年    4月 当社取締役副社長(現任)、営業部門管掌
    2014年    4月 野村オートリース株式会社 取締役

　
重要な兼職の状況
株式会社イチネン 代表取締役社長
株式会社イチネンＴＤリース 代表取締役社長
第一燃料株式会社 取締役　

所有する
当社株式の数 5,600株

取締役会
出席回数

15／15回
(100％)

　

候 補 者 番 号 む ら

村
な か

中
 

　
 

　
た だ し

正 　(1965年8月11日生) 再 任3
　
取締役候補者の選任理由
長年にわたり企業経理・財務全般並びにIT部門を中心に所管し、管理部門全体の統括を務めるとともに、当社及びグ
ループ会社の取締役を務めるなど、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、経営の監督を適切に行っており
ます。当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、その高い専門性と識見・経験が経営に欠かせ
ないものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

    2001年    2月 株式会社イチネン(現 当社)入社
    2006年    4月 当社経理･財務部長
    2013年    4月 当社執行役員、管理第二統括部長

略歴、地位及び担当

　

    2017年    6月 当社取締役(現任)
    2019年    6月 当社CSR担当(現任)
    2024年    4月 当社常務執行役員（現任）、

グループ管理本部長（現任）
　

重要な兼職の状況
株式会社イチネンＴＤリース 取締役
株式会社イチネンファシリティーズ 取締役　
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所有する
当社株式の数 11,100株

取締役会
出席回数

15／15回
(100％)

　

候 補 者 番 号 い

井
も と

本
 

　
ひ さ

久
こ

子 　(1971年10月25日生) D再 任D
　

4
　
取締役候補者の選任理由
経営企画・IR・広報・事業開発・人事労務・女性活躍推進部門において培った豊富な経験・知識を有するとともに、
当社及びグループ会社の取締役を務め、また、総合企画部長として事業戦略や企業買収、並びにグローバルビジネス
を中心となって推進し、企画分野で幅広い経験と実績を有しております。当社グループの持続的成長と中長期的な企
業価値の向上に向け、その高い専門性と識見・経験が経営に欠かせないものと判断し、取締役として選任をお願いす
るものであります。

    2002年    2月 株式会社イチネン(現 当社)入社
    2005年    10月 当社人事総務部 人事･教育課長
    2009年    4月 当社社長室 課長
    2011年    4月 当社社長室長

略歴、地位及び担当

　

    2016年    4月 当社執行役員、総合企画部長(現任)
    2019年    6月 当社取締役(現任)
    2021年    4月 当社グループ事業開発室長(現任)
    2024年    4月 当社常務執行役員（現任）　

重要な兼職の状況
株式会社イチネンケミカルズ 取締役
株式会社イチネンアクセス 取締役
株式会社イチネンＴＡＳＣＯ 取締役
株式会社イチネン製作所 取締役
マルイ工業株式会社 取締役
日石硝子工業株式会社 取締役

所有する
当社株式の数 12,700株

取締役会
出席回数

15／15回
(100％)

　

候 補 者 番 号 き

木
む ら

村
 

　
へ い

平
は ち

八 　(1963年10月25日生) 再 任
　

5
　
取締役候補者の選任理由
人事総務、経理財務部門の要職及び管理部門の統括を歴任し、また当社取締役やグループ会社の代表取締役を務める
など、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の
向上に向け、その高い専門性と識見・経験が経営に欠かせないものと判断し、取締役として選任をお願いするもので
あります。

    1988年    4月 株式会社イチネン・リース(現 当社)入社
    2004年    4月 当社経理・財務部長
    2006年    4月 当社人事総務部長
    2006年    11月 当社執行役員、CSR担当
    2011年    4月 当社管理第一統括部長

略歴、地位及び担当

　

    2011年    6月 当社取締役(現任)
2018年  8月 株式会社イチネンネット 代表取締役社長

    2019年    4月 当社常務執行役員
    2020年    4月 当社グループ管理本部長

　
重要な兼職の状況
日東エフシー株式会社 代表取締役社長
明京商事株式会社 代表取締役会長
日東運輸倉庫株式会社 代表取締役社長
株式会社イチネン農園 取締役
株式会社イチネン高知日高村農園 取締役
株式会社イチネンファシリティーズ 監査役　
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所有する
当社株式の数 2,900株

取締役会
出席回数

15／15回
(100％)

　

候 補 者 番 号 ひ ろ

廣
と み

冨
 

　
や す

靖
ゆ き

以 　(1954年6月15日生)
再 任 社 外
独 立６

　
社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
企業経営を通じて培った豊富な経験と高い見識に基づき、実践的・多角的な視点から、当社グループの経営全般に対
して有益かつ適切な助言や業務執行に対する監督を行っていただいております。今後も、経営体制の強化や持続的な
企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したため、引き続
き、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏が再任された場合には、企業経営の観点から、経営方
針・経営戦略について、自らの知見に基づき、持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るための助言・提
案等をいただくこと、業務執行の適切な評価と監督を果たしていただくことを期待しております。

    1978年    4月 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな
                     銀行)入行

    1996年    4月 同社久留米支店長
    2001年    4月 同社御堂筋支店長
    2003年    10月 同社執行役
    2005年    6月 同社常務執行役員、大阪営業部長兼

                     大阪中央営業部長

略歴、地位及び担当

　

    2008年    6月 同社取締役兼専務執行役員
    2009年    6月 同社代表取締役副社長兼執行役員
    2013年    6月 エレコム株式会社 社外取締役

大塚ホールディングス株式会社 社外取締役
    2014年    6月 共英製鋼株式会社 取締役副社長執行役員
    2017年    6月 当社社外取締役(現任)

　
重要な兼職の状況
共英製鋼株式会社 代表取締役社長

所有する
当社株式の数 －株

取締役会
出席回数

－／―回
(―％)

　

候 補 者 番 号 つ ね

常
か げ

陰
 

　
 

　
ひ と し

均 　(1954年8月6日生)
新 任 社 外
独 立 　７

　
社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
長年の企業経営及び企業統治に対する豊富な経験と高い見識に基づき、社外取締役として当社の経営全般に対して有
益かつ適切な助言・提言等をいただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。同氏が選任された場合に
は、企業経営にて培われた経営全般に亘る豊富な知識・経験を活かし、当社グループの持続的な成長と中長期的な企
業価値向上実現のための助言・提言等をいただくことを期待しております。

1977年    4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託                    
銀行株式会社)入社

1999年    6月 同社証券業務部長
2002年    4月 同社企画部長
2004年    6月 同社執行役員企画部長
2005年    6月 同社取締役兼常務執行役員
2008年  1月 同社取締役社長
2011年    4月 同社取締役会長兼社長

略歴、地位及び担当

　

2011年    4月 三井住友トラストホールディングス株式
会社 取締役会長

2012年    4月 三井住友信託銀行株式会社 取締役社長
2017年    4月 同社取締役
2017年    6月 同社取締役会長

三井住友トラストホールディングス株式
会社 取締役

　
重要な兼職の状況
三井住友信託銀行株式会社 特別顧問
南海電気鉄道株式会社 社外取締役
レンゴ―株式会社 社外監査役
京王電鉄株式会社 社外取締役
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(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、保険会社との間で当社取締役全員を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、こ

れにより、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を塡補することとしております。各候補者が当社取締役に選任さ
れた場合には、各氏は全員当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約の契約期間は１年であり、当該期間の満了前に取締役会にお
いて決議のうえ、これを更新する予定であります。

3. 廣冨靖以氏、常陰均氏は社外取締役候補者であります。
4. 当社は廣冨靖以氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に

基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認された場合には当該契約を継続する予定
であります。

5. 常陰均氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契
約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額といたします。

6. 当社は廣冨靖以氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を
独立役員とする予定であります。また、常陰均氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認さ
れた場合、同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

7. 廣冨靖以氏は現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって８年となります。
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ス キ ル 項 目 選　定　理　由

 事業経営 各事業を取り巻く環境の変化が大きく､先行きが見通しにくい状況下において､当社グループの中長期経営目標の達成を含む持続的な成長
を実現するためには、企業経営に関する深い知識と豊富な経験を持つ役員が必要であると考えているため､本項目を選定しております｡

 グローバルビジネス
当社グループは、海外事業の拡大を将来に向けた成長ドライバーと位置付けており、「海外売上高比率20％」の達成を長期的な目標とし
て掲げております。当該目標を達成するうえで、グローバル企業経営及び海外事業のマネジメント、海外事業の拡大に係るプロジェクト
推進等の経験・知見を持つ役員が必要であると考えているため、本項目を選定しております。

 経営企画/Ｍ＆A
当社グループは、事業領域の多角化によって経営の安定性向上と持続的な利益成長を実現する経営方針としており､その手段としてM&A
の活用による事業領域・規模の拡大を推進しております。最適な事業ポートフォリオの構築を通じた成長ストーリーの立案､戦略実行の
ためには、経営企画/M&Aに関する実務経験及び専門的知識を持つ役員が必要であると考えているため、本項目を選定しております。

 IT/DX 経営効率の向上やビジネスの変革を実現するためには、ITの活用が不可欠であると考えており、IT/DXに関する経験・知見を持つ役員が
必要であると考えているため、本項目を選定しております。

 財務会計 正確な財務報告と強固な財務基盤の構築により、将来に向けた成長投資と株主還元の強化を実現するため、財務・会計に関する経験・知
見を持つ役員が必要であると考えているため、本項目を選定しております。

 法務/リスクマネジメント
持続的な企業価値の向上を実現するためには、適切なガバナンス体制の構築が必須であり、また今後グローバルな事業展開を目指してい
くうえでも、リスク管理の重要性が一層高まることから、法律やリスク管理に関する経験・知見を持つ役員が必要であると考えているた
め、本項目を選定しております。

 人財開発/ダイバーシティ
事業環境・市場ニーズの変化や、今後のグローバルでの事業展開に対応するためには、多様な人財の確保と社員個々のスキル向上が必須
であると同時に､社員の多様性を尊重し､その能力を最大限に発揮できるような組織風土の醸成が必要になります。これらを実現するため
には､人財開発及びダイバーシティマネジメントに係る経験･知見を持つ役員が必要であると考えているため､本項目を選定しております｡

 サスティナビリティ/ＥＳＧ

当社グループが将来にわたって世の中に必要とされるためには、事業成長による経済価値の拡大のみならず、事業を通じてESG要素を含
むサスティナビリティ課題に取り組むことで、社会価値の創造に貢献する必要があると考えております。これらを実現するためには、環
境・社会課題やサスティナビリティに係る知見、環境・CSR関連のプロジェクト推進等の経験・知見を持つ役員が必要であると考えてい
るため、本項目を選定しております。

事 業 経 営 グ ロ ー バ ル
ビ ジ ネ ス

経 営 企 画 /
Ｍ ＆ Ａ I T / D X 財 務 会 計 法 務 /

リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト
人 材 開 発 /
ダイバーシティ

サスティナビリティ/
Ｅ Ｓ Ｇ

黒 田 雅 史 ○ ○ ○ ○ ○ ○

黒 田 勝 彦 ○ ○ ○ ○

村 中 　 正 ○ ○ ○ ○

井 本 久 子 ○ ○ ○ ○

木 村 平 八 ○ ○ ○ ○

廣 冨 靖 以 社 外　 ○ ○ ○ ○

川　村　群太郎 社 外　 ○ ○ ○ ○

常 陰 　 均 社 外　 ○ ○ ○ ○

下 村 信 江 社 外　 ○ ○ ○

宮 口 亜 希 社 外
　 ○ ○ ○

（ご参考）
　取締役の専門性と経験（スキルマトリックス）
　　本定時株主総会において第３号議案が原案どおり承認された場合における、各取締役の
　専門性と経験は、次のとおりであります。
【スキルマトリックスにおけるスキル項目の選定理由】

【スキルマトリックス】

－ 12 －



第 4 号 議 案
　

監査役１名選任の件

所有する
当社株式の数 300株

取締役会
出席回数

15／15回
(100％)

監査役会
出席回数

13／13回
(100％)

　

あ

足
だ ち

立
 

　
ひ ろ

広
し

志 　(1961年2月1日生) 再 任
　　

監査役候補者の選任理由
当社監査役及び当社グループ会社の取締役及び監査役を歴任し、事業管理業務全般、経営・会計監査に関する幅広い
知見・経験を有しており、これらの知見・経験を、当社の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現
し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与していただきたいため、監査役として選任をお願いするも
のであります。

    2000年    11月 株式会社イチネン(現 当社)入社
    2006年    11月 当社 人事総務部長
    2012年    8月 前田機工株式会社(現 株式会社イチネン

ＭＴＭ) 取締役
    2013年    5月 タスコジャパン株式会社(現 株式会社イ

チネンＴＡＳＣＯ) 取締役
    2014年    4月 株式会社タイホーコーザイ(現 株式会社

イチネンケミカルズ) 取締役

略歴、地位

　

    2017年    6月 当社常勤監査役(現任)
    2017年    7月 株式会社イチネンＴＤリース 監査役

野村オートリース株式会社 監査役
株式会社イチネンパーキング 監査役
株式会社イチネンネット 監査役
株式会社イチネンロジスティクス 監査役

2018年    6月 株式会社イチネンケミカルズ 監査役
　

重要な兼職の状況
株式会社イチネン 監査役
株式会社イチネンアクセス 監査役
株式会社イチネンＭＴＭ 監査役
株式会社イチネン製作所 監査役
株式会社イチネンテック 監査役
株式会社イチネンポリマー 監査役
マルイ工業株式会社 監査役
株式会社イチネン農園 監査役
株式会社イチネン高知日高村農園 監査役
日東エフシー株式会社 監査役
新光硝子工業株式会社 監査役
蘇州豊島機械配件有限公司 監事

　監査役足立広志氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任を
お願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

（注)1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、保険会社との間で当社監査役全員を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、こ

れにより、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を塡補することとしております。足立広志氏が当社監査役に再任
された場合には、同氏は当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約の契約期間は１年であり、当該期間の満了前に取締役会におい
て決議のうえ、これを更新する予定であります。

以　上
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事 業 報 告 （2024年４月１日から2025年３月31日まで）

１．企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境が改善する中で、各種政策の
効果もあって、緩やかな回復基調で推移いたしましたが、継続的な物価上昇による消費
者マインドの下振れリスク、通商政策などアメリカの政策動向、金融資本市場の変動な
ど依然として先行き不透明な状態が続いております。
　このような状況の下、当社グループは「いちねんで、いちばんの毎日を。」をスロー
ガンに掲げ、最高の品質とサービスでより多くのお客様に満足をご提供し、適正な利潤
の確保によりステークホルダーに報い、社会に貢献できる企業を目指しております。
　基盤事業である自動車リース関連事業を中心に、ケミカル事業、パーキング事業、機
械工具販売事業、合成樹脂事業、農業関連事業を展開しており、これら既存事業の強化
を進めながら、事業領域の枠にとらわれない新規事業への参入、規模拡大を目的とした
積極的なＭ＆Ａ、海外展開にも挑戦しております。その一環として当連結会計年度は、
2025年３月31日に日石硝子工業株式会社を子会社化いたしました。
　当連結会計年度の連結売上高は1,549億20百万円（対前期比12.1％増）、営業利益
は102億79百万円（対前期比13.6％増）、経常利益は103億18百万円（対前期比
9.1％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は66億57百万円（対前期比45.7％減）
となりました。
　次に事業の概況を事業別にご報告申しあげます。なお、下記の事業別売上高は、内部
売上高消去前の金額であります。
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自動車リース関連事業
　リースにおきましては、リース契約車両は依然として小型化傾向にありますが、国内
のリース車保有台数は堅調な伸びを維持しており、市場は緩やかながら拡大傾向にあり
ます。当社グループは、地域密着のきめ細やかなサービスで競合他社との差別化を図り
ながら、比較的競合の少ない地方市場及び中小口規模の企業をメインターゲットとして
新規販売を積極的に行うとともに、既存顧客との更なる取引深耕に努めました。
　これらの結果、2025年３月末現在リース契約台数は96,117台（対前期末比700台
増）となり、リース契約高は459億28百万円（対前期比1.3％増）、リース未経過契約
残高は983億95百万円（対前期末比6.4％増）となりました。
　自動車メンテナンス受託におきましては、当社グループ独自の自動車整備工場ネット
ワークによる高品質なメンテナンスサービスを強みとしながら、更なる契約台数、契約
残高の増加に努めた結果、メンテナンス受託契約台数は75,987台（対前期末比1,012
台増）となり、メンテナンス受託契約高は66億93百万円（対前期比3.6％増）、メン
テナンス未経過契約残高は88億79百万円（対前期末比3.7％増）となりました。
　燃料販売におきましては、主に自動車用燃料給油カードにおいて、低燃費車の普及に
より需要が減少傾向にありますが、既存顧客へのサービス向上並びに新規顧客の獲得に
注力いたしました。
　販売面では、リースは契約台数が順調に推移いたしました。
　損益面では、主力である自動車リースの販売が増加したことに加え、車両販売の販売
単価が上昇したことにより利益が増加いたしました。
　この結果、売上高は613億61百万円（対前期比4.6％増）、営業利益は65億47百万
円（対前期比13.0％増）となりました。
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ケミカル事業
　ケミカル事業におきましては、住みよい地球環境と人々の暮らしの向上に貢献するべ
く、商品開発力の強化及び品質向上に取り組むとともに、付加価値の高い商品の販売に
注力いたしました。
　販売面では、化学品関連の自動車整備工場向けケミカル製品及び機械工具商向けケミ
カル製品並びに船舶用燃料添加剤の販売は順調に推移いたしました。一方、工業薬品関
連の燃料添加剤及び石炭添加剤並びに一般消費者向けケミカル製品の販売は減少いたし
ました。
　損益面では、上記要因における販売減少の影響に加え、営業活動の増加等に伴い販売
費及び一般管理費が増加した影響により利益が減少いたしました。
　この結果、売上高は118億54百万円（対前期比0.5％減）、営業利益は8億48百万円
（対前期比15.1％減）となりました。

パーキング事業
　パーキング事業におきましては、安全・安心・清潔で利用しやすい駐車場をお客様に
ご提供するべく、「ＯｎｅＰａｒｋ」のブランド名でコインパーキングや来客用駐車場
を全国に展開しているほか、病院や官公庁及び商業施設に附帯する駐車場の運営管理も
行っております。中長期的に安定した収益基盤を築くため、更なる駐車場数の拡大に努
めた結果、2025年３月末現在駐車場管理件数は1,932件（対前期末比36件増）、管理
台数は36,925台（対前期末比627台減）となりました。
　販売面では、新規駐車場の開発が順調に進み、また、既存駐車場の継続的な収益改善
活動の効果もあり、販売が増加いたしました。
　損益面では、販売増加の影響により利益が増加いたしました。
　この結果、売上高は79億5百万円（対前期比5.4％増）、営業利益は12億65百万円
（対前期比12.8％増）となりました。
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機械工具販売事業
　機械工具販売事業におきましては、プロ向けや個人向けの各種工具類、自動車部品、
産業・建設機械部品など幅広い商材を取り扱っており、自社でインターネット通販も展
開しております。更なる事業規模の拡大並びに収益性の向上を実現させるため、取扱ア
イテムの拡充、自社オリジナル製品の開発・販売の強化、商品調達コスト及び物流コス
トの低減に努めました。
　販売面では、自動車部品及び産業資材並びに空調工具及び計測工具の販売は順調に推
移いたしました。一方、建設機械部品及び産業機械部品の販売は減少いたしました。
　損益面では、急激な為替変動の影響に加え、営業活動の増加等に伴い販売費及び一般
管理費が増加した影響により利益が減少いたしました。
　この結果、売上高は360億85百万円（対前期比0.3％減）、営業損失は1億41百万円
（前期は3億84百万円の営業利益）となりました。

合成樹脂事業
　合成樹脂事業におきましては、遊技機部品の製造・販売を行う主力の遊技機部品事業
や、自動車用内外装部品の製造・販売事業を中心に、新規案件の受注拡大及び新商品の
開発を図り、同時に品質改善にも努めてまいりました。
　販売面では、遊技機メーカーへの合成樹脂製品の販売が減少いたしましたが、半導体
実装装置メーカー等へのセラミックヒーターの販売は順調に推移いたしました。また、
前連結会計年度に新たに連結子会社となったマルイ工業株式会社が販売増加に寄与いた
しました。
　損益面では、マルイ工業株式会社の海外子会社において、退職給付費用計上等の影響
により利益が減少いたしました。
　この結果、売上高は190億26百万円（対前期比9.8％増）、営業利益は3億36百万円
（対前期比0.8％減）となりました。
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農業関連事業
　農業関連事業におきましては、主力である肥料の製造・販売事業を中心に、生産技術
の改善・効率化や、肥料製品の安定供給に取り組んでまいりました。
　また、自社農場での農作物生産については、栽培ノウハウの蓄積を進めるとともに、
新しい販路の開拓及び６次産業化に向けた検討・研究等、収益化に向けた取り組みを行
ってまいりました。
　販売面では、農作物の販売数量が減少いたしましたが、販売単価は上昇いたしまし
た。また、前連結会計年度に新たに連結子会社となった日東エフシー株式会社が販売増
加に寄与いたしました。
　損益面では、農作物の販売単価の上昇等の要因により利益が増加したことに加え、前
連結会計年度に新たに連結子会社となった日東エフシー株式会社が利益の増加に寄与い
たしました。
　この結果、売上高は175億78百万円（前期は56億73百万円の売上高）、営業利益は
11億68百万円（前期は1億67百万円の営業利益）となりました。

その他事業
　その他事業のガラス加工事業におきましては、新規顧客の拡大や新たな市場開拓を図
るとともに、品質向上に取り組んでまいりました。
　販売面では、ガラス製品の販売が順調に推移いたしました。
　損益面では、上記要因における販売増加の影響に加え、原材料価格等の上昇を踏まえ
た機動的な価格改定により利益が増加いたしました。
　この結果、売上高は21億53百万円（対前期比3.7％増）、営業利益は2億36百万円
（対前期比9.2％増）となりました。
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事　　　　　業 契　　約　　高 売　　上　　高
金額（百万円） 前期比（％） 金額（百万円） 前期比（％） 構成比（％）

自 動 車 リ ー ス 関 連 52,621 101.6 61,361 104.6 39.6
ケ ミ カ ル － － 11,854 99.5 7.7
パ ー キ ン グ － － 7,905 105.4 5.1
機 械 工 具 販 売 － － 36,085 99.7 23.3
合 成 樹 脂 － － 19,026 109.8 12.3
農 業 関 連 － － 17,578 309.9 11.3
そ の 他 － － 2,153 103.7 1.4
事 業 間 の 内 部
売 上 高 又 は 振 替 高 － － △1,044 － △0.7

合 計 52,621 101.6 154,920 112.1 100

事業別の状況

② 設備投資及び資金調達の状況
　当連結会計年度における設備投資の総額は216億21百万円で、その主なものは自動
車リース関連事業の賃貸資産の取得等195億27百万円、ケミカル事業における工場設
備の取得等5億55百万円、パーキング事業における駐車場設備の取得等6億14百万円、
機械工具販売事業におけるソフトウエアの取得等4億89百万円、合成樹脂事業における
工場設備の取得等3億20百万円であります。これらの必要な資金に充当するため、自己
資金に加え、社債の発行及び金融機関からの長期借入を中心とした資金調達を実施しま
した。

区　　　　　分 第　60　期
(2022年３月期)

第　61　期
(2023年３月期)

第　62　期
(2024年３月期)

第63期(当連結会計年度)
(2025年３月期)

売 上 高（百万円） 120,644 127,822 138,253 154,920
営 業 利 益（百万円） 8,623 8,861 9,045 10,279
経 常 利 益（百万円） 8,728 9,102 9,460 10,318
親 会 社株主に帰属する
当 期 純 利 益（百万円） 5,646 5,923 12,253 6,657

１ 株 当たり当期純利益 （円） 234.36 246.63 509.46 280.28
総 資 産（百万円） 168,507 171,888 202,606 205,371
純 資 産（百万円） 43,673 48,375 61,007 65,395
１ 株 当 た り 純 資 産 （円） 1,819.55 2,009.64 2,510.23 2,746.37

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
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会　　社　　名 資 本 金 出資比率 主要な事業内容

株 式 会 社 イ チ ネ ン 100百万円 100.00％

自動車リース、自動車メンテナンスサー
ビスの提供、リース満了車及び自動車の
販売業務、石油燃料の販売及びガソリン
給油カードの募集、卸売自動車用品の販
売業務、損害保険代理店業務

株式会社イチネンＴＤリース 100百万円 100.00％ 自動車・設備のリース及びガソリン給油
カードの募集

野村オートリース株式会社 100百万円 100.00％ 自動車のリース
株式会社イチネンケミカルズ 100百万円 100.00％ 工業用薬品類及び自動車用・産業用ケミ

カル製品等の製造販売
株式会社イチネンパーキング 100百万円 100.00％ 来客用駐車場及びコイン駐車場の運営

株式会社イチネンアクセス 100百万円 100.00％

自動車部品及び自動車関連付属品の販
売、機械工具及び自動車整備工具の販
売、工作機械及び精密機械部品用工具の
販売、一般産業機械・機械工具類及び配
管機材の販売、電動工具及び作業工具の
企画・開発・製造・販売、ＤＩＹ用品等
の販売

株 式 会 社 イ チ ネ ン Ｍ Ｔ Ｍ 50百万円 100.00％ 自動車部品及び建設機械部品の製造及び
販売

蘇州豊島機械配件有限公司 47百万元 100.00％ 建設機械部品の製造及び販売
ICHINEN USA CORPORATION 11百万米ドル 100.00％ 建設機械部品の製造及び販売
株式会社イチネンＴＡＳＣＯ 40百万円 100.00％ 空調工具及び計測工具の販売
株 式 会 社 イ チ ネ ン ネ ッ ト 100百万円 100.00％ 機械工具類等のインターネット販売
株式会社イチネンロジスティクス 50百万円 100.00％ 倉庫業、貨物自動車運送事業、貨物利用

運送事業、構内荷役作業等

株 式 会 社 イ チ ネ ン 製 作 所 100百万円 100.00％
遊技機器の部品の製造及び販売、合成樹
脂製品の設計・製造・販売、合成樹脂の
再生加工及び合成樹脂原料の販売

株 式 会 社 イ チ ネ ン テ ッ ク 10百万円 100.00％ 合成樹脂製品の製造・販売
株 式 会 社 イ チ ネ ン ポ リ マ ー 90百万円 100.00％ 合成樹脂の再生加工及び合成樹脂原料の

販売

(3) 重要な子会社の状況
2025年３月31日現在
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会　　社　　名 資 本 金 出資比率 主要な事業内容

マ ル イ 工 業 株 式 会 社 100百万円 100.00％
自動車装飾部品の製造及び販売、合成樹
脂製品の製造及び販売、金型・合成樹脂
等加工用機械・治工具類の設計製造及び
販売

MARUI SUM （THAILAND）CO.,LTD. 202百万タイバーツ 90.00％
自動車装飾部品の販売、合成樹脂製品の
販売、金型・合成樹脂等加工用機械・治
工具類の販売

MARUI  INDUSTRY  （THAI LAND）CO. , LTD . 600百万タイバーツ 99.99％
自動車装飾部品の製造及び販売、合成樹
脂製品の製造及び販売、金型・合成樹脂
等加工用機械・治工具類の設計製造及び
販売

株 式 会 社 イ チ ネ ン 農 園 －百万円 100.00％ 農産物の生産販売
株式会社イチネン高知日高村農園 10百万円 100.00％ 農産物の生産販売
日 東 エ フ シ ー 株 式 会 社 100百万円 100.00％ 肥料の製造及び販売
協 同 肥 料 株 式 会 社 310百万円 100.00％ 肥料の製造及び販売
北 海 道 肥 料 株 式 会 社 310百万円 100.00％ 肥料の製造及び販売
中 日 本 肥 料 株 式 会 社 36百万円 100.00％ 肥料の販売
丸 菱 肥 料 株 式 会 社 20百万円 100.00％ 肥料の販売
新 東 化 学 工 業 株 式 会 社 11百万円 100.00％ 肥料の販売
中 菱 肥 料 株 式 会 社 10百万円 100.00％ 肥料の販売
明 京 商 事 株 式 会 社 60百万円 100.00％ 肥料・工業用原材料等の輸入及び販売
日 東 運 輸 倉 庫 株 式 会 社 40百万円 100.00％ 運送事業
有 限 会 社 興 農 社 3百万円 100.00％ 肥料・工業用原材料等の販売
新 光 硝 子 工 業 株 式 会 社 50百万円 100.00％ 一般曲げガラス・樹脂合わせガラス・そ

の他の二次加工等の製造販売
新 生 ガ ラ ス 株 式 会 社 45百万円 100.00％ ガラス加工製品の製造販売

日 石 硝 子 工 業 株 式 会 社 10百万円 100.00％
合わせガラス・強化ガラス・複層ガラ
ス・装飾ガラスの製造販売及び施工、板
ガラスの加工販売及び施工

株式会社イチネンファシリティーズ 81百万円 100.00％ 不動産の賃貸及び管理
(注) 2025年３月31日付で、当社は日石硝子工業株式会社の全株式を取得し、同社を子会社といたしました。
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(4) 対処すべき課題
　今後のわが国経済は、継続的な物価上昇による消費者マインドの下振れリスク、通
商政策などアメリカの政策動向、金融資本市場の変動など依然として先行き不透明な
ものの、雇用・所得環境が改善する中で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復基
調が続くことが期待されております。
　このような状況の中、当社グループは今後も「いちねんで、いちばんの毎日を。」
をスローガンに掲げ、既存事業の強化を進めながら、次代に向けたグループ経営基盤
の強化に努め、更に事業領域の枠にとらわれず、幅広くお客様に「快適さ」をご提供
し、持続可能で豊かな社会の実現に貢献できる事業の拡大を目指してまいります。

自動車リース関連事業
　リースにおきましては、リース契約車両は小型化傾向にありますが、比較的競合の
少ない地方市場及び中小口規模の企業をメインターゲットとして新規販売を積極的に
行い、契約台数及び契約残高の増加を図ってまいります。また、購買原価の低減、走
行距離に応じた適切な料金設定、メンテナンスコストの抑制並びに車両処分方法の多
様化を図り収益向上に努めてまいります。
　自動車メンテナンス受託におきましては、自動車整備業界における整備士の人材不
足並びに労務費の上昇を背景とした整備委託料金の上昇傾向が顕著であり、加えてメ
ンテナンスに関連する各種部材の価格高騰も続いていることから、当社グループも一
定のメンテナンスコストの増加を見込んでおります。このような状況の中、当社グル
ープは今後も独自の自動車整備工場ネットワークによる高品質なメンテナンスサービ
スを強みとするべく、ＥＶ等の次世代自動車に対応したメンテナンスサービスネット
ワークの構築に取り組むとともに、更なる契約台数及び契約残高の増加を図ります。
また、走行距離に応じた適切な料金設定とメンテナンスコストの抑制及び適切かつ迅
速な価格転嫁、車両販売における車両の調達方法と販売方法の多様化、取扱台数の増
加に注力し収益向上に努めてまいります。車体修理に関する総合管理業務について
は、法人顧客の新規開拓に一層注力し、収益の拡大を目指してまいります。
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　燃料販売におきましては、主に自動車用燃料給油カードにおいて、低燃費車の普及
により需要が減少傾向にありますが、既存顧客に対する満足度の追求並びに新規顧客
の拡大を図り販売数量の増加に努めてまいります。また、脱炭素社会におけるクリー
ンエネルギーへの転換を見据え、燃料販売の新たな事業モデルの構築に引き続き取り
組んでまいります。

ケミカル事業
　ケミカル事業におきましては、原材料価格の上昇が続いていることに加え物流コス
トも上昇基調である中、販売価格への転嫁を機動的に行うことで利益の確保に努めて
まいります。今後も引き続きセールスエンジニアの育成、特定の専門業界への販売に
注力しつつ新たなマーケットへの参入を試み、新製品の開発及び既存製品・商品のリ
ニューアル等、商品開発力の強化及び品質向上に取り組みながら付加価値の高い商品
の販売に注力いたします。また、『Green JIP』ブランドの製品や、汎用樹脂向けバイ
オマス添加剤等の脱炭素社会を見据えた環境配慮型製品の開発及び販売を一層強化
し、国内・海外を問わず販売先・販売数量の拡大を目指してまいります。

パーキング事業
　パーキング事業におきましては、中長期的にグループの主力事業の一つとして安定
した収益基盤を築くため、引き続き営業力及び新規案件の情報収集力を強化し、駐車
場数の拡大を図ります。また、キャッシュレス決済、フラップレス駐車場、カメラ認
証チケットレスシステムの導入促進等により、安全・安心かつ利便性の高い駐車場運
営を実現し、他社との差別化を図ることで売上及び利益の拡大に努めてまいります。
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機械工具販売事業
　機械工具販売事業におきましては、原材料価格の上昇が続いていることに加え物流
コストも上昇基調である中、販売価格への転嫁を機動的に行うことで利益の確保に努
めてまいります。今後も引き続き取扱アイテムの拡充及び自社オリジナル製品の開
発・販売力を強化するとともに、脱炭素社会に向けた商品等の取り扱い品目を拡大
し、国内外のマーケットシェアの拡大を目指してまいります。また、事業セグメント
内で重複する機能を集約することによる経営の効率化や、商品一括仕入機能の強化に
よる商品調達コストの軽減、適正な在庫水準の実現、製造部門における国内外工場の
生産体制の最適化による原価低減、物流の内製化等の取り組みを更に進め、当セグメ
ントの課題である収益性の改善に注力してまいります。更にネット販売については、
特定のカテゴリに特化した特色ある自社サイトの構築に注力し、売上規模の拡大及び
収益性の向上に取り組んでまいります。

合成樹脂事業
　合成樹脂事業におきましては、遊技機メーカーへの合成樹脂製品の販売において、
次世代型遊技機向けの部材開発や、強みであるリサイクル材を採用した部材の技術開
発等、新素材の提案力を強化することで新規案件の受注拡大を図るとともに、品質改
善にも努めてまいります。また、遊技機部品の開発で培った技術を他の製品分野にも
応用することで、新たな収益源となる製品の開発にも注力してまいります。ガス検知
器・セラミックヒーターの販売については、シェアの拡大により業界の標準メーカー
となることを目指し、開発・製造・販売・メンテナンス部門の強化を推進してまいり
ます。自動車用内外装部品の販売については、国内外のマーケットシェアの拡大を図
るとともに、国内外工場の生産体制の最適化による原価低減や、製品の更なる品質向
上を目指してまいります。また、事業セグメント内での製品の共同開発や、国内外の
製造拠点の相互活用等を推進し、グループシナジーの最大化に向けて取り組んでまい
ります。
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農業関連事業
　農業関連事業におきましては、自社農場での農作物の生産・販売について、2022年
９月より高知県南国市に新たに開設した「南国農場」に続く新たな大規模農場の開拓
により、引き続き事業規模の拡大を図ってまいります。販売面においては、課題であ
る販売単価の向上を実現するため、安定した収穫量及び出荷数量を維持することによ
る市場からの信頼獲得、販売ルートの多様化による直販比率の向上、農作物の加工品
開発による６次産業化の推進等、収益性の改善に向けた取り組みを推進してまいりま
す。生産面においては、各種コストの低減を図るため、データ活用による燃油・肥
料・農薬の適正使用、作業時間短縮を目的とした農業用機器の導入による人件費の削
減等の取り組みを継続して進めてまいります。
　肥料事業については、気候変動をはじめとする栽培環境の変化に対応した製品や、
農家の高齢化・農業人口の減少を踏まえた農作業省力肥料等、市場ニーズの高い製品
のラインナップ拡充に取り組んでまいります。また、農業生産者に向けた栽培指導の
実施など、独自のノウハウによる他社との差別化を推進し、収益の拡大を目指してま
いります。

その他事業
　その他事業のガラス加工事業におきましては、販売力・技術力・生産力を高め、業
界における優位性・独自性のある企業経営を追求し、新たな技術や製品開発、市場開
拓に取り組んでまいります。また、需要が高まる安全ガラスや機能性ガラスの生産・
販売体制の強化を図るため、当期より新たに連結子会社となった日石硝子工業株式会
社との事業シナジーを具現化し、効率的な生産体制の構築、商品ラインナップの拡充
等を実現してまいります。
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① 発行可能株式総数 80,000,000株
② 発行済株式の総数 24,262,227株
③ 株主数 12,277名（対前期末比167名減）

④ 単元株式数 100株
⑤ 大株主

株　　　主　　　名 持 株 数（千株） 持株比率（％）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2,841 12.06
第 一 燃 料 株 式 会 社 2,764 11.74
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 信 託 口 ） 1,048 4.45
黒 田 雅 史 720 3.06
黒 田 勝 彦 692 2.94
黒 田 和 伸 563 2.39
イ チ ネ ン 共 栄 会 持 株 会 488 2.07
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 470 2.00
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 454 1.93
黒 田 哲 也 443 1.88

２．会社の現況
(1) 株式の状況 （2025年３月31日現在）

(注) １. 当社は自己株式を709,806株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
　　  ２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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⑥ その他株式に関する重要な事項
　当社は、2024年８月８日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定によ
り読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得について決議し、
以下のとおり取得いたしました。

イ．取得理由　　　　　　　　　株主還元の充実及び資本効率の向上を図るとともに、
　　　　　　　　　　　　　　　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行
　　　　　　　　　　　　　　　を可能とするため。
ロ．取得対象株式の種類　　　　当社普通株式
ハ．取得した株式の総数　　　　500,000株
ニ．取得価額　　　　　　　　　831,248,800円
ホ．取得期間　　　　　　　　　2024年８月９日から2024年11月19日まで
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地　　位 氏　　名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 くろ

黒
 

　
だ

田
 

　
まさ

雅
 

　
し

史

株式会社イチネンパーキング 代表取締役会長
株式会社イチネンアクセス 代表取締役会長
株式会社イチネン製作所 代表取締役会長
マルイ工業株式会社 代表取締役会長
日東エフシー株式会社 代表取締役会長
新光硝子工業株式会社 代表取締役会長
日石硝子工業株式会社 代表取締役会長
第一燃料株式会社 代表取締役社長

取 締 役 副 社 長 くろ

黒
 

　
だ

田
 

　
かつ

勝
 

　
ひこ

彦
株式会社イチネン 代表取締役社長
株式会社イチネンＴＤリース 代表取締役社長
第一燃料株式会社 取締役

取 締 役 むら

村
 

　
なか

中
 

　
 

　  
ただし

 正 
常務執行役員 グループ管理本部長 ＣＳＲ担当
株式会社イチネンＴＤリース 取締役
株式会社イチネンファシリティーズ 取締役

取 締 役 い

井
 

　
もと

本
 

　
ひさ

久
 

　
こ

子

常務執行役員 総合企画部長 兼 グループ事業開発室長
株式会社イチネンケミカルズ 取締役
株式会社イチネンアクセス 取締役
株式会社イチネンＴＡＳＣＯ 取締役
株式会社イチネン製作所 取締役
マルイ工業株式会社 取締役
日石硝子工業株式会社 取締役

取 締 役 き

木
 

　
むら

村
 

　
へい

平
 

　
はち

八

株式会社イチネン農園 取締役
株式会社イチネン高知日高村農園 取締役
日東エフシー株式会社 取締役専務執行役員
明京商事株式会社 取締役
日東運輸倉庫株式会社 代表取締役社長
株式会社イチネンファシリティーズ 監査役

取 締 役 い

飯
 

　
むろ

室
 

　
 

　  
おさむ

 治 株式会社イチネンアクセス 代表取締役社長

取 締 役 ひろ

廣
 

　
とみ

冨
 

　
やす

靖
 

　
ゆき

以 共英製鋼株式会社 代表取締役社長

取 締 役 かわ

川
 

　
むら

村
 

　
ぐん

群
た

太
ろう

郎 ダイキン工業株式会社 特別顧問

取 締 役 しも

下
 

　
むら

村
 

　
とし

信
 

　
え

江
近畿大学法学部法律学科 教授
大阪府収用委員会 会長代理
近畿弁護士会連合会 弁護士任官適格者選考委員会 市民委員

取 締 役 みや

宮
 

　
ぐち

口
 

　
あ

亜
 

　
き

希
公認会計士宮口亜希事務所 所長
山陽特殊製鋼株式会社 社外取締役（監査等委員）

(2) 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況 （2025年３月31日現在）
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地　　位 氏　　名 担当及び重要な兼職の状況

常 勤 監 査 役 あ

足
 

　
だち

立
 

　
ひろ

広
 

　
し

志

株式会社イチネン 監査役
株式会社イチネンアクセス 監査役
株式会社イチネンＭＴＭ 監査役
株式会社イチネン製作所 監査役
株式会社イチネンテック 監査役
株式会社イチネンポリマー 監査役
マルイ工業株式会社 監査役
株式会社イチネン農園 監査役
株式会社イチネン高知日高村農園 監査役
日東エフシー株式会社 監査役
新光硝子工業株式会社 監査役
蘇州豊島機械配件有限公司 監事

常 勤 監 査 役 あお

青
 

　
やま

山
 

　
しゅん

俊
 

　
じ

治

株式会社イチネン 監査役
野村オートリース株式会社 監査役
株式会社イチネンケミカルズ 監査役
株式会社イチネンＴＡＳＣＯ 監査役
株式会社イチネンロジスティクス 監査役
日石硝子工業株式会社 監査役
株式会社イチネンオートス・ジャパン 監査役

常 勤 監 査 役 おく

奥
 

　
だ

田
 

　
まさ

雅
 

　
てる

輝

旭精工株式会社 社外監査役
株式会社イチネン 監査役
株式会社イチネンＴＤリース 監査役
株式会社イチネンパーキング 監査役
株式会社イチネンアクセス 監査役
株式会社イチネンネット 監査役
日東エフシー株式会社 監査役

監 査 役 なか

中
 

　
がわ

川
 

　
かず

一
 

　
ゆき

之
中川一之公認会計士事務所 所長
株式会社トーホー 社外監査役
株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅ 社外監査役

(注) １. 取締役廣冨靖以、川村群太郎、下村信江、宮口亜希の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 監査役青山俊治、奥田雅輝、中川一之の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３. 当社は、社外取締役廣冨靖以、川村群太郎、下村信江の３氏及び社外監査役全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取

引所に届け出ております。
４. 監査役青山俊治、奥田雅輝の両氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
５. 監査役中川一之氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
６. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。

① 2024年６月18日開催の第62期定時株主総会において、宮口亜希氏は新たに取締役に選任され就任いたしました。
② 2024年６月18日開催の第62期定時株主総会終結の時をもって、取締役三村一雄氏は任期満了により退任いたしました。

② 責任限定契約の内容の概要
　当社は、各社外取締役との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
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③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で当社グループの取締役及び監査役全員を被保険者とする、
会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料
は当社及びグループ各社でそれぞれ負担しております。当該保険契約の内容の概要は、
被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受
けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が塡補するもの
であり、１年毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定してお
ります。なお、当該保険契約では、法令違反の行為であることを認識して行った行為に
起因して生じた損害は塡補されないなど、一定の免責事由があります。

④ 役員報酬等の内容決定に関する方針等
　当社は、2021年４月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容
にかかる決定方針を決議しております。取締役会の決議に際しましては、あらかじめ決
議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
　また、取締役会は当事業年度にかかる取締役の個人報酬等について、報酬等の内容の
決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報
酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うもので
あると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。

１. 基本方針
　当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよ
う株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に関しては各職
責を踏まえた適正な水準とし、「取締役報酬内規」に基づき決定することとして
おります。なお、本規則の改廃は取締役会の決議によるものとしております。
　当社の取締役の報酬は、基本報酬としての業務執行責任報酬、業績連動報酬及
びストックオプション等の非金銭報酬等により構成し、社外取締役については、
その職務に鑑み、基本報酬のみ支払うこととしております。

２. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与え
る時期又は条件の決定に関する方針を含む。）
　当社の取締役の基本報酬は、代表取締役の指揮下での業務の遂行、担う役割の
大きさ、責任の範囲、重さ及び役員退職慰労金に相当する額によって決定するも
のとしております。
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３. 業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与
える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）
　業績連動報酬等は、各事業年度の業績、株主への配当、従業員給与水準等の事
情を総合的に勘案し、適切な水準となるように決定するものとしております。な
お、業績連動報酬に係る指標は、前連結会計年度における１株当たり当期純利益
といたします。業績指標を１株当たり当期純利益とした理由は、当社及びグルー
プ会社の業績評価に適しているためであります。
　当連結会計年度を含む１株当たり当期純利益の推移は、１.企業集団の現況
（2）直前３事業年度の財産及び損益の状況に記載のとおりであります。

４. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
の決定に関する方針
　基本報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割
合に関しては、グループ連結の業績と各自が担当する会社の業績及び個人の評価
に応じて決定するものとしております。

５. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　取締役会は代表取締役社長黒田雅史に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外
取締役を除く各取締役の担当部門の業績を踏まえた業績連動報酬等の評価配分の
決定を委任しており、各個人毎の配分方法の取り扱いについては、その役職に応
じて、「取締役報酬内規」に基づき決定することとしております。委任した理由
は、当社全体の業績を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには
代表取締役が適していると判断したためであります。なお委任された内容の決定
にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しておりま
す。
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区　　　　分 報酬等の総額
（百万円）

　報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬 業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取 締 役
( う ち 社 外 取 締 役 )

225
(32)

156
(32)

58
(－)

10
(－)

11
(4)

監 査 役
( う ち 社 外 監 査 役 )

45
(31)

45
(31) － － 4

(3)
合 計
( う ち 社 外 役 員 )

271
(63)

202
(63)

58
(－)

10
(－)

15
(7)

⑤ 取締役及び監査役に支払った報酬等

(注) １. 上表には、2024年６月18日開催の第62期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名（うち社外取締役０名）を含んでおりま
す。

２. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３. 取締役の報酬限度額は、2000年６月29日開催の第38期定時株主総会において年額500百万円以内（ただし、使用人分給与は含まな

い。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、10名です。またその報酬とは別枠として、2019年６月
18日開催の第57期定時株主総会において取締役（社外取締役を除く。）を対象とする株式報酬型ストックオプション制度を導入し新
株予約権を年額50百万円以内の範囲で割当てる旨、決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、９名（うち社
外取締役３名）です。また、2022年６月17日開催の第60期定時株主総会において、当該新株予約権を割当てる理由及びその新株予約
権の内容に、新たな内容（新株予約権の取得条項）を加えて、従前と同様に、取締役（社外取締役を除く。）を対象に新株予約権を年
額50百万円以内の範囲で割当てる旨、決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、９名（うち社外取締役３
名）です。

４. 取締役会は、代表取締役社長黒田雅史に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績を踏まえた業
績連動報酬等の評価配分の決定を委任しており、当事業年度の報酬額の決定につきましては前記２.会社の現況（2）会社役員の状況④
役員報酬等の内容決定に関する方針等5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項に記載のとおりであります。

５. 業績連動報酬等にかかる指標は前連結会計年度における１株当たり当期純利益であり、詳細につきましては前記２.会社の現況（2）会
社役員の状況④役員報酬等の内容決定に関する方針等に記載のとおりであります。

６. 非金銭報酬等の内容は前記３.に記載の当社の新株予約権に係る費用計上額10百万円であり、詳細につきましては、インターネット上
の当社ウェブサイト（https://www.ichinenhd.co.jp/）等に掲載しております「電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面
交付請求による交付書面に記載しない事項」の「新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

７. 監査役の報酬限度額は、2019年６月18日開催の第57期定時株主総会において年額70百万円以内と決議いただいております。当該株
主総会終結時点の監査役の員数は、４名です。

⑥ 社外役員が子会社等から受けた役員報酬等の総額
　該当事項はありません。
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地　　位 氏　　名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 ひろ

廣
 

　
とみ

冨
 

　
やす

靖
 

　
ゆき

以 共英製鋼株式会社 代表取締役社長

取 締 役 かわ

川
 

　
むら

村
 

　
ぐん

群
た

太
ろう

郎 ダイキン工業株式会社 特別顧問

取 締 役 しも

下
 

　
むら

村
 

　
とし

信
 

　
え

江
近畿大学法学部法律学科 教授
大阪府収用委員会 会長代理
近畿弁護士会連合会 弁護士任官適格者選考委員会 市民委員

取 締 役 みや

宮
 

　
ぐち

口
 

　
あ

亜
 

　
き

希
公認会計士宮口亜希事務所 所長
山陽特殊製鋼株式会社 社外取締役（監査等委員）

常 勤 監 査 役 あお

青
 

　
やま

山
 

　
しゅん

俊
 

　
じ

治

株式会社イチネン 監査役
野村オートリース株式会社 監査役
株式会社イチネンケミカルズ 監査役
株式会社イチネンＴＡＳＣＯ 監査役
株式会社イチネンロジスティクス 監査役
日石硝子工業株式会社 監査役
株式会社イチネンオートス・ジャパン 監査役

常 勤 監 査 役 おく

奥
 

　
だ

田
 

　
まさ

雅
 

　
てる

輝

旭精工株式会社 社外監査役
株式会社イチネン 監査役
株式会社イチネンＴＤリース 監査役
株式会社イチネンパーキング 監査役
株式会社イチネンアクセス 監査役
株式会社イチネンネット 監査役
日東エフシー株式会社 監査役

監 査 役 なか

中
 

　
がわ

川
 

　
かず

一
 

　
ゆき

之
中川一之公認会計士事務所 所長
株式会社トーホー 社外監査役
株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅ 社外監査役

⑦ 社外役員に関する事項
イ．重要な兼職先と当社との関係（2025年３月31日現在）

(注) １. 株式会社イチネン、株式会社イチネンＴＤリース、野村オートリース株式会社、株式会社イチネンケミカルズ、株式会社イチネンパー
キング、株式会社イチネンアクセス、株式会社イチネンＴＡＳＣＯ、株式会社イチネンネット、株式会社イチネンロジスティクス、日
東エフシー株式会社、日石硝子工業株式会社は当社の連結子会社であります。また、株式会社イチネンオートス・ジャパンは当社の非
連結子会社であります。

２. 担当及び重要な兼職の状況に記載している社外役員の兼職先のうち、前記1以外の会社等については、当社と特別の関係はありませ
ん。
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役員区分・氏名 主な活動状況

取締役
廣冨　靖以

当事業年度開催の取締役会15回全てに出席し、企業経営及び金融市場に関する経験と
高い見識に基づき、経営全般に対して有益かつ適切な発言を行うとともに、独立的な視
点で取締役会における公正な意思決定を促し、経営の監督機能を強化する役割を果たし
ております。また、当事業年度開催のグループ社長会に出席し､経営戦略及びコーポレ
ート・ガバナンスにおける深い知見を活かした発言をするなど、当社グループの中長期
的な企業価値向上にも寄与しております。

取締役
川村 群太郎

当事業年度開催の取締役会15回のうち14回に出席し、企業経営者としての豊富な経験
と高い見識に基づき、経営全般に対して有益かつ適切な発言を行うとともに､独立的な
視点で取締役会における公正な意思決定を促し、経営の監督機能を強化する役割を果た
しております。また、当事業年度開催のグループ社長会に出席し、グローバル市場にお
ける経営課題について助言するなど、当社グループの経営全般に対して有益な助言や提
言を行っております。

取締役
下村　信江

当事業年度開催の取締役会15回全てに出席し、大学教授としての豊富な経験と幅広い
知識に基づき、企業法務全般に対して有益かつ適切な発言を行うとともに、独立的な視
点で取締役会における公正な意思決定を促し、経営の監督機能を強化する役割を果たし
ております。また、当事業年度開催のグループ社長会に出席し、当社グループにおける
コンプライアンス及びリスクマネジメントについて、有益な助言や適切な指導を適宜行
っております。

取締役
宮口　亜希

2024年６月18日就任以降、当事業年度開催の取締役会11回のうち10回に出席し、公
認会計士としての豊富な経験と専門的な知識に基づき、企業会計全般に対して有益かつ
適切な発言を行うとともに、多角的な視点で取締役会における公正な意思決定を促し、
経営の監督機能を強化する役割を果たしております。
また、当事業年度開催のグループ社長会に出席し、当社グループにおける財務会計及び
ダイバーシティについて、有益な助言や提言を行っております。

監査役
青山　俊治

当事業年度開催の取締役会15回全てに、また、監査役会13回全てにそれぞれ出席し、
長年にわたる金融機関での豊富な経験及び見識に基づき、常勤の監査役として、業務監
査・会計監査の観点から適宜必要な発言・監査を行っております。当社グループの経営
全般に関する実効性の高い監査業務を行っていただくとともに、多くの有効なご助言を
いただいており、社外監査役として適切に役割を果たしております。

監査役
奥田　雅輝

当事業年度開催の取締役会15回全てに、また、監査役会13回全てにそれぞれ出席し、
長年にわたる金融機関における審査部門での豊富な経験及び見識に基づき、常勤の監査
役として、業務監査・会計監査の観点から適宜必要な発言・監査を行っております。当
社グループの経営全般に関する実効性の高い監査業務を行っていただくとともに、多く
の有効なご助言をいただいており、社外監査役として適切に役割を果たしております。

監査役
中川　一之

当事業年度開催の取締役会15回全てに、また、監査役会13回全てにそれぞれ出席し、
公認会計士及び税理士としての豊富な経験と他社での監査役としての経験から、審議に
関して適宜必要な発言を行っております。当社グループの経営全般に対して多くの有効
なご助言をいただいており、社外監査役として適切に役割を果たしております。

ロ．当事業年度における主な活動状況
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連結貸借対照表 （2025年３月31日現在） (単位：百万円)

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額
資　産　の　部 負　債　の　部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
電 子 記 録 債 権
リース・メンテナンス未収入金
リース債権及びリース投資資産
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
賃 貸 資 産
建 物 及 び 構 築 物
工 具 器 具 備 品
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
の れ ん
電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
退職給付に係る資産
繰 延 税 金 資 産
リ サ イ ク ル 預 託 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産
社 債 発 行 費　

96,914
9,162
20,849
2,599
2,718
31,229
14,920
1,444
5,764
2,521
5,714
△9

108,376
96,129
62,250
11,653
1,926
1,824
17,821
113
539

1,110
217
7

864
20

11,137
6,055
56

1,609
269
1,255
854
1,122
△85

79
79　

流 動 負 債 57,506
支払手形及び買掛金 15,015
電 子 記 録 債 務 4,870
短 期 借 入 金 4,400
コマーシャル・ペーパー 3,000
１年内償還予定の社債 200
１年内返済予定の長期借入金 22,682
リ ー ス 債 務 42
未 払 金 2,440
未 払 費 用 205
未 払 法 人 税 等 1,609
未 払 消 費 税 等 675
リース・メンテナンス前受金 523
賞 与 引 当 金 1,135
品 質 保 証 引 当 金 16
そ の 他 689

固 定 負 債 82,468
社 債 25,800
長 期 借 入 金 52,591
リ ー ス 債 務 91
長 期 未 払 金 182
繰 延 税 金 負 債 241
退職給付に係る負債 2,055
役員退職慰労引当金 175
資 産 除 去 債 務 681
そ の 他 648

負 債 合 計 139,975
純　資　産　の　部

株 主 資 本 62,311
資 本 金 2,529
資 本 剰 余 金 1,805
利 益 剰 余 金 59,054
自 己 株 式 △1,077

その他の包括利益累計額 2,371
その他有価証券評価差額金 1,801
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △6
為 替 換 算 調 整 勘 定 385
退職給付に係る調整累計額 191

新 株 予 約 権 132
非 支 配 株 主 持 分 579
純 資 産 合 計 65,395

資 産 合 計 205,371 負 債 ・ 純 資 産 合 計 205,371

計 算 書 類 等
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連結損益計算書 （2024年４月１日から2025年３月31日まで） (単位：百万円)

科　　目 金　　額
売 上 高 154,920
売 上 原 価 120,896

売 上 総 利 益 34,024
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 23,744

営 業 利 益 10,279
営 業 外 収 益
受 取 利 息 10
受 取 配 当 金 171
仕 入 割 引 47
保 険 配 当 金 34
助 成 金 収 入 34
受 取 補 償 金 110
そ の 他 212 622

営 業 外 費 用
支 払 利 息 136
社 債 利 息 115
コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息 11
支 払 手 数 料 68
社 債 発 行 費 償 却 29
為 替 差 損 38
控 除 対 象 外 消 費 税 等 43
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 91
そ の 他 47 583
経 常 利 益 10,318

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 6
投 資 有 価 証 券 売 却 益 199
会 員 権 売 却 益 2
負 の の れ ん 発 生 益 178
受 取 保 険 金 29 416

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 239
投 資 有 価 証 券 売 却 損 15
投 資 有 価 証 券 評 価 損 222
会 員 権 売 却 損 0
事 業 整 理 損 6
損 害 賠 償 金 56 539
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 10,195
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,340
法 人 税 等 調 整 額 199 3,539
当 期 純 利 益 6,656
非支配株主に帰属する当期純損失(△) △1
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 6,657
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貸借対照表 （2025年３月31日現在） (単位：百万円)

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額
資　産　の　部 負　債　の　部

流 動 資 産 50,836 流 動 負 債 33,948
現 金 及 び 預 金
前 払 費 用
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
未 収 入 金
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
無 形 固 定 資 産
電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ エ ア
リ ー ス 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 貸 付 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
差 入 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産
社 債 発 行 費　

5,580
52

44,468
654

5
75

82,710
785
141

6
14

221
337
63

121
1

104
14

81,803
4,079

28,091
0
2

50,609
5

340
18

△ 1,344
79
79　

短 期 借 入 金 10,879
コマーシャル・ペーパー 3,000
1年内償還予定の社債 200
１年内返済予定の長期借入金 18,902
リ ー ス 債 務 18
未 払 金 722
未 払 費 用 77
未 払 法 人 税 等 21
未 払 消 費 税 等 29
預 り 金 12
前 受 収 益 0
賞 与 引 当 金 84

固 定 負 債 73,345
社 債 25,800
長 期 借 入 金 46,712
リ ー ス 債 務 60
長 期 未 払 金 50
繰 延 税 金 負 債 590
退 職 給 付 引 当 金 4
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 7
資 産 除 去 債 務 118

負 債 合 計 107,294
純　資　産　の　部

株 主 資 本 24,677
資 本 金 2,529
資 本 剰 余 金 4,155
資 本 準 備 金 4,155
利 益 剰 余 金 19,069
利 益 準 備 金 174
そ の 他 利 益 剰 余 金 18,895

配 当 平 均 積 立 金 4,390
別 途 積 立 金 10,240
繰 越 利 益 剰 余 金 4,265

自 己 株 式 △ 1,077
評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,522

その他有価証券評価差額金 1,522
新 株 予 約 権 132
純 資 産 合 計 26,333

資 産 合 計 133,627 負 債 ・ 純 資 産 合 計 133,627
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損益計算書 （2024年４月１日から2025年３月31日まで） (単位：百万円)

科　　目 金　　額
売 上 高
経 営 指 導 料 773
事 務 受 託 料 1,860
関 係 会 社 受 取 配 当 金 3,185 5,819
売 上 総 利 益 5,819

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,566
営 業 利 益 3,253

営 業 外 収 益
受 取 利 息 721
受 取 配 当 金 121
不 動 産 賃 貸 料 6
そ の 他 9 860

営 業 外 費 用
支 払 利 息 551
社 債 利 息 247
コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息 11
支 払 手 数 料 16
社 債 発 行 費 償 却 29
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 133
不 動 産 賃 貸 原 価 2
控 除 対 象 外 消 費 税 等 39
そ の 他 0 1,030
経 常 利 益 3,082

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 46
子 会 社 株 式 売 却 益 1,708 1,755

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 8
投 資 有 価 証 券 評 価 損 222
子 会 社 株 式 売 却 損 273 505
税 引 前 当 期 純 利 益 4,333
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 28
法 人 税 等 調 整 額 △12 15
当 期 純 利 益 4,317

－ 38 －



独立監査人の監査報告書
株式会社イチネンホールディングス
取 　 締 　 役 　 会 　 御  中 EY新日本有限責任監査法人

大阪事務所
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 内 田 　 聡
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 葉 山 良 一

2025年５月13日

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社イチネンホールディングスの2024年４月１日から
2025年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社イチネンホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監 査 報 告

連結計算書類に係る会計監査報告
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲
に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上

－ 40 －



独立監査人の監査報告書
株式会社イチネンホールディングス
取 　 締 　 役 　 会 　 御  中 EY新日本有限責任監査法人

大阪事務所
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 内 田 　 聡
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 葉 山 良 一

2025年５月13日

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社イチネンホールディングスの2024年４月１日
から2025年３月31日までの第63期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計
算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査報告
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　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第63期事業年度における取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとお
り報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報
告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、監査の方針、監査計画に従い、取締役、
内部監査部門その他の使用人等との意思疎通を図り、電話回線又はインターネット等を経由した手段
も活用しながら、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いた
しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業
務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社等については、子会社の取締役及び監査役等
と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて主要な子会社等に赴き、業務及び財産の状況を調
査いたしました。
②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと
して会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及
び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、監査役会が定めた内部統
制システムに係る監査役監査の実施基準に準拠し、その構築及び運用の状況を監視及び検証いたし
ました。尚、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から当
該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規
則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整
備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま

せん。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘する事項は認められま
せん。尚、財務報告に係る内部統制については、本監査報告作成時点において開示すべき重要な不
備はない旨の報告を取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から受けております。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人　EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人　EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月14日

株式会社イチネンホールディングス監査役会
常 勤 監 査 役 足 立 広 志
常勤社外監査役 青 山 俊 治
常勤社外監査役 奥 田 雅 輝
社 外 監 査 役 中 川 一 之　
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第63期 株主総会 会場ご案内図

交通のご案内
大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線：心斎橋駅　８号出口直結
なお、駐車場の準備はいたしておりませんので、あしからずご了承くださいますよう
お願い申しあげます。

ホテル日航大阪
https://www.hno.co.jp/

［ 株主総会 会場 ］ホテル日航大阪 ５階（鶴）
大阪市中央区西心斎橋一丁目３番３号

至梅田

大阪難波
道頓堀通り

道頓堀川

（大阪メトロ千日前線）
（近鉄難波線）（阪神なんば線）

千日前通り戎
橋
筋

な
ん
ば

J
R難

波

な
ん
ば

（
大
阪
メ
ト
ロ
四
つ
橋
線
）

（
大
阪
メ
ト
ロ
御
堂
筋
線
）

（
大
阪
メ
ト
ロ
堺
筋
線
）

堺
　筋

心
斎
橋
筋

御
堂
筋

四
つ
橋
筋

N

（大阪メトロ長堀鶴見緑地線）西大橋 長
堀
橋

四
ツ
橋

心
斎
橋

近鉄日本橋

日本橋

大丸本館

大丸南館

心斎橋
PARCO

ホテル日航大阪

株主総会にご出席されない場合は、インターネット等または書面（郵送）により事前に議決権を行使いただけます。
なお、ご出席の株主さまへのお土産のご用意はございませんので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げま
す。また、株主懇談会の開催はございません。


